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第４部  資 　 料

１ 策定経過
年　月　日

令和３年　10月26日
11月22日
12月16日
12月20日

令和４年　 １月　　 
 2月17日
 3月24日
 5月  1日
 5月  8日
 5月19日
 8月  8日
 8月19日
 8月26日
 9月13日
 10月  3日
 10月27日
 11月14日
 11月21日
 11月29日
 12月15日
 12月15日

令和５年　 1月19日
 1月31日
 2月  6日

総合計画委員会（計画策定スケジュール等の検討）
第１回庁内会議（アンケート調査内容の検討等）
トップインタビュー（町長へのまちづくりへの考えなどの聞き取り）
第２回庁内会議（アンケート調査・第５次総合計画の事業評価の実施について等）
町民意識調査（住民アンケート）の実施
各課ヒヤリング（第５次総合計画事業評価について等、～2月18日）
総合計画委員会（アンケート調査の結果について等）
住民ワークショップの開催
住民ワークショップの開催
議会全員協議会（住民アンケートの結果・第５次総合計画事業評価）
第４回庁内会議（基本構想・主要施策の検討等）
議会全員協議会（住民ワークショップの概要、将来像・基本理念案について）
総合計画委員会（将来像・基本理念について）
各課ヒヤリング（課題・施策実施状況について等、～9月14日）
第５回庁内会議（基本計画の検討等）
総合計画委員会（計画素案について、諮問）
議会全員協議会（計画素案について）
総合計画委員会（計画素案について）
第６回庁内会議（将来像・基本理念、実施計画の検討等）
町政懇談会の開催
パブリックコメントの実施（～12月28日）
総合計画委員会（基本構想・基本計画、諮問答申について）
議会全員協議会（計画案について）
町議会臨時会（第６次総合計画基本構想について議決）

内　　容
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２ 松崎町総合計画委員会条例及び名簿

松崎町総合計画委員会条例
昭和56年３月25日条例第13号

（設置）
第１条　松崎町の総合計画的な行政運営のための基本構想に関し調査審議するとともに
快適な生活環境の確保を図るためのコミュニティ計画の推進、及び表彰に関する審査
をするため、松崎町総合計画委員会（以下「委員会」という。）を置く。
（所掌事項）
第２条　委員会は、次の各号に関する調査、町長に対する意見の具申、並びに町長から諮
問のあった場合の答申に関し、次の事項を行う。
（１）松崎町総合開発基本計画に関すること。
（２）松崎町土地利用基本計画に関すること。
（３）松崎町都市計画に関すること。
（４）環境保全地区に関すること。
（５）松崎町農村総合整備計画の策定及び推進に関すること。
（６）表彰に該当する者の審査に関すること。
（７）松崎町コミュニティ計画に関すること。
（８）前各号に関する関係行政機関並びに関係団体との連絡調整
（９）その他目的達成に必要な事項
（組織）
第３条　委員会は、委員１５名以内で組織する。
２　委員は、松崎町議会議員、知識経験者及び各種団体等の代表のうちから町長が委
嘱する。
３　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の
残任期間とする。
（委員長及び副委員長）
第４条　委員会に委員長、副委員長各１名を置く。
２　委員長、副委員長は、委員が互選する。
３　委員長は、会務を総理し、副委員長は委員長を補佐する。
（会議）
第５条　委員会は、委員長が招集する。
２　委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開き審議を行うことがで
きない。
３　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するとこ
ろによる。
（庶務）
第６条　委員会の庶務は、企画観光課において処理する。
（補則）
第７条　この条例で定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別
に定める。

（1） 松崎町総合計画委員会条例
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　　　附　則
この条例は、昭和56年４月１日から施行する。
　　　附　則（昭和63年６月30日条例第17号）
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年４月１日から適用する。
　　　附　則（平成５年12月17日条例第18号）
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　松崎町農村総合整備推進委員会設置条例（昭和53年松崎町条例第29号）は、廃
止する。
　　　附　則（平成11年３月26日条例第２号）
この条例は、平成11年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成17年３月23日条例第13号）
（施行期日）
１　この条例は、平成17年４月１日から施行する。
（松崎町コミュニティ計画委員会設置条例の廃止）
２　松崎町コミュニティ計画委員会設置条例（昭和55年松崎町条例第17号）は廃止す
る。
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（2） 松崎町総合計画委員会委員名簿

役　職　名　等

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

町議会議員

商工会長

観光協会長

松崎地区代表区長

中川地区代表区長

岩科三浦地区代表区長

教育委員代表

社会福祉協議会代表

さんさん松崎会長

知識経験者

髙 　 栁 　 孝 　 博

関 　 　 　 唯 　 彦

本 　 多 　 正 　 弘

小 　 嶋 　 博 　 幸

山 　 本 　 光 　 信

齋 　 藤 　 房 　 男

松 　 本 　 一 　 男

山 　 本 　 　 　 栄

加 　 賀 　 良 　 雄

石 　 田 　 初 　 恵

 

委員長

副委員長

令和５年１月現在

№ 氏　　　　名 備　考
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３ 松崎町総合計画策定庁内会議設置規定及び名簿

松崎町総合計画策定庁内会議設置規程
平成23年３月29日規程第１号

（設置）
第１条　松崎町総合計画の策定を庁内各部局の連絡会議によって推進するため、総合計
画策定庁内会議（以下「庁内会議」という。）を置く。
（所掌事務）
第２条　庁内会議の所掌事務は、次のとおりとする。
（１）資料収集及び基礎調査に関すること。
（２）計画素案及び原案策定に関すること。
（３）その他、計画素案及び原案策定上、必要と認めるもの
（組織）
第３条　庁内会議は、副町長、教育長及び管理職をもって構成する。
（会長）
第４条　会長は、副町長をもって充てる。
２　会長は、庁内会議を代表し、会務を総理する。
３　会長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。
（会議）
第５条　庁内会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
（庶務）
第６条　庁内会議の庶務は、企画観光課において処理する。
（その他）
第７条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
　　　附　則
この規程は、平成23年４月１日から施行する。

（1） 松崎町総合計画策定庁内会議設置規程
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（2） 松崎町総合計画策定庁内会議委員名簿

役　　　　職

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

副町長

教育長

総務課長

企画観光課長

産業建設課長

健康福祉課長

窓口税務課長

生活環境課長

議会事務局長

会計管理者

教育委員会事務局長

木 　 村 　 　 　 仁

平 　 馬 　 誠 　 二

齋 　 藤 　 　 　 聡

八 　 木 　 保 　 久

鈴 　 木 　 清 　 文

舩 　 津 　 直 　 樹

糸 　 川 　 成 　 人

高 　 橋 　 和 　 彦

大 　 場 　 千 　 徳

鈴 　 木 　 　 　 悟

松 　 本 　 利 　 之

会長

令和５年１月現在

№ 氏　　　　名 備　考

４ 策定協力（助言指導）
〇松崎町まちづくりアドバイザー
　静岡大学　教授
　　未来社会デザイン機構　副機構長　竹之内 裕文

〇九州国際大学　客員教授　　　　　　松原 英治
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５ 諮問及び答申
（1） 諮問
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（2） 答申
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６ 町の人口の推移
（1） 近年の人口の推移

国勢調査による本町の総人口の推移をみると、平成２（1990）年以降減少しており、令
和２（2020）年では6,038人と、平成2（1990）年と比較して、3,228人（34.8％）減少し
ています。
年齢３区分別人口の推移をみると、年少人口と生産年齢人口は減少傾向で推移してい
ますが、高齢者人口は増加傾向で推移しており、特に年少人口令和２（2020）年と、平成2
（1990）年を比較すると30％程度となっています。
世帯数は減少傾向で推移しており、一世帯当たり人数も減少しています。

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢人口（65歳以上） 世帯 一世帯当たり人数

1,459
（15.7%）

1,232
（13.9%）

1,063
（12.5%）

927
（11.4%）

831
（10.9%）

627
（9.2%）

463
（7.7%）

5,837
（63.0%） 5,329

（60.3%）
4,898

（57.5%）
4,450

（54.9%）
3,971

（52.0%）

3,258
（47.7%） 2,620

（43.4%）

1,970
（21.3%） 2,280

（25.8%） 2,554
（30.0%） 2,727

（33.7%） 2,841
（37.2%）

2,949
（43.2%）

2,948
（48.9%）

9,266
8,841

8,515
8,104

7,653
6,837 6,038

2,964 2,971 2,979 2,984 3,016

2,830 2,660

3.12 
2.97 

2.86 
2.69 

2.51 
2.38 2.27

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

平成２
（1990）年

平成７
（1995）年

平成12
（2000）年

平成17
（2005）年

平成22
（2010）年

平成27
（2015）年

令和２
（2020）年

（人・世帯） （人）
【町の人口等の推移】

平成２
(1990)年

年少人口(０～14歳)

生産年齢人口(15～64歳)

高齢人口(65歳以上)

総人口

一般世帯数

一世帯当たり人数

一般世帯人員

1,459

5,837

1,970

9,266

2,964

3.12 

9,262

1,232

5,329

2,280

8,841

2,971

2.97 

8,838

1,063

4,898

2,554

8,515

2,979

2.86 

8,514

927

4,450

2,727

8,104

2,984

2.69 

8,034

831

3,971

2,841

7,653

3,016

2.51 

7,581

627

3,258

2,949

6,837

2,830

2.38 

6,724

463

2,620

2,948

6,038

2,660

2.27

6,038

平成７
(1995)年

平成12
(2000)年

平成17
(2005)年

平成22
(2010)年

平成27
(2015)年

令和２
(2020)年

単位（人・世帯）

資料：各年国勢調査
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本町の人口構成は、90歳以上を除き20～24歳が最も少なく、年々減少しています。
平成17（2005）年に最も多い55～59歳が、平成27（2015）年には65～69歳となる
ため、以降は高齢者となる数は、減少しています。

【５歳階級別人口ピラミッドの推移】

平成17（2005）年 平成22（2010）年

令和２（2020）年 平成27（2015）年

142
159
174
151

58
126

190
187
199

270
298

372
332
292
299
282

166
75
31

0 0200 200400 400600 600

男

119
176
157
143

80
150
179
198
216
226

317
400

358
324
381

342
278

146
111

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上 女

(人)

64
79

102
91
39
69
93
100
135
171
190
187

250
289

332
254
193

119
73

0200400600

男

55
69
94
79
44
62
61
100
137
185
179
211
237

314
369

322
257
237

189

5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

0～4歳

女

(人) 0 200 400 600

5～9歳
10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上

0～4歳82
106
138
123

58
93
110

150
173
194
183

258
299

353
297
238
186
133

46

0 0200400600 200 400 600

男

81
100
120
129

52
64
104
155
183
177
210
234

309
390

343
291
308

229
135 女

(人)

200 400 600

111
140
169
120
73

109
148
174
190
195

276
305

370
321
279
250
220

92
39

0 0200400600

男

107
123
181

117
60
114
166
191
194
214
232

317
406

359
315
360

295
201

110

0～4歳
5～9歳

10～14歳
15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳
65～69歳
70～74歳
75～79歳
80～84歳
85～89歳
90歳以上 女

(人)
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（2） 就業者数と就業構造の推移

国勢調査による本町の就業者数の推移をみると、平成２（1990）年以降減少傾向と
なっています。
令和２（2020）年と、平成２（1990）年を比較すると、第１次産業、第２次産業、第３次
産業の就業者数はともに減少傾向にありますが、第３次産業の就業者数は減少率が低く
なっており、相対的にその比率が高まっています。

平成２
(1990)年

第１次産業

第２次産業

第３次産業

分類不能の産業

就業者数

617

1,221

3,099

1

4,938

440

1,103

3,055

14

4,612

330

982

2,884

1

4,197

279

779

2,903

2

3,963

256

626

2,691

5

3,578

222

531

2,350

23

3,126

175

442

2,094

7

2,718

28.4%

36.2%

67.6%

－

55.0%

平成７
(1995)年

平成12
(2000)年

平成17
(2005)年

平成22
(2010)年

平成27
(2015)年

令和２(2020)年
平成２（1990）年比

単位（人）

資料：各年国勢調査

【就業者数と就業構造の推移】 

617
(12.5%)

440
(9.6%)

330
(7.9%)

279
(7.0%)

256
(7.2%)

222
(7.2%)

175
(6.5%)

1,221
(24.7%) 1,103

(24.0%) 982
(23.4%)

779
(19.7%)

626
(17.5%)

531
(17.1%)

442
(16.3%)

3,099
(62.8%) 3,055

(66.4%) 2,884
(68.7%) 2,903

(73.3%) 2,691
(75.3%) 2,350

(75.7%) 2,094
(77.2%)

1
14

1
2

5

23

7

4,938
4,612

4,197
3,963

3,578

3,126

2,718

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成２
(1990)年

平成７
(1995)年

平成12
(2000)年

平成17
(2005)年

平成22
(2010)年

平成27
(2015)年

令和２
(2020)年

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能の産業

（人）
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（3） 長期人口の推移

【長期人口の推移】

資料：各年国勢調査

10,990

11,198

11,430

11,521

11,480

13,841

14,162
13,544

12,183

11,092

10,425

10,337

10,013

9,635
9,266

8,841 8,515
8,104

7,653
6,837

6,038

4,087

4,325 4,616 4,601 4,557

5,468
5,708

8,576

4,179

4,227 4,294 4,319 4,374

5,237 5,231 4,968

2,724 2,646 2,520 2,601 2,549
3,136 3,223

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
（人）

松崎町
（松崎町）

（岩科村）

（中川村）

大正
 9 （
19
20
）年

大正
14（
19
25
）年

昭和
 5 （
19
30
）年

昭和
10（
19
35
）年

昭和
15（
19
40
）年

昭和
22（
19
47
）年

昭和
25（
19
50
）年

昭和
30（
19
55
）年

昭和
35（
19
60
）年

昭和
40（
19
65
）年

昭和
45（
19
70
）年

昭和
50（
19
75
）年

昭和
55（
19
80
）年

昭和
60（
19
85
）年

平成
 2 （
19
90
）年

平成
 7 （
19
95
）年

平成
12（
20
00
）年

平成
17（
20
05
）年

平成
22（
20
10
）年

平成
27（
20
15
）年

令和
 2 （
20
20
）年

明治22年の町村制施行により松崎村、中の郷村、岩科村の3カ村が
自治体として発足、その後中の郷村は中川村と改称し、松崎村は
明治34年に町制を施行し松崎町と改称した。そして、昭和30年に
松崎町と中川村が合併して新たに松崎町となり、翌31年岩科村と
合併し現在の松崎町が誕生している。
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（4） 人口推計

松崎町の人口は、国勢調査によると昭和55（1980）年前後の10,013人から、減少を続
けており、令和2（2020）年の国勢調査では、6,038人となっています。また、国立社会保
障・人口問題研究所による人口推計では、今後も人口は減少を続け、約25年後の令和27
（2045）年には3,820人まで減少すると見込まれています。

【総人口の推移】 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の地域別 将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

（実績値）（推計値）

10,013
9,635

9,266
8,841 8,515

8,104
7,653

6,837
6,038 6,250 5,721

5,218
4,720

4,249
3,820

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

昭和55年
（1980年）

昭和60年
（1985年）

平成2年
（1990年）

平成7年
（1995年）

平成12年
（2000年）

平成17年
（2005年）

平成22年
（2010年）

平成27年
（2015年）

令和2年
（2020年）

令和2年
（2020年）

令和7年
（2025年）

令和12年
（2030年）

令和17年
（2035年）

令和22年
（2040年）

令和27年
（2045年）

（人）

※グラフ中の推計値は平成30（2018）年の国立社会保障・人口問題研究所による推計値で
す。これによれば、当時の推計よりは人口減少が進んでいることになります。
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７ 町民意識調査結果
①愛着度①愛着度
「とても愛着を感じている」（28.1％）と「どちらかというと愛着を感じている」
（42.3％）を合わせた『愛着を感じている』は７割以上となっており、すべての年代で６割
以上が『愛着を感じている』となっています。

②定住意向②定住意向
「住みたい」（42.7％）と「どちらかというと住みたい」（21.0％）を合わせた『住みた
い』は63.7％となっており、３年以上10年未満と10年以上20年未満では「住みたい」の
割合が他の居住年数に比べると低くなっています。

28.1

16.7

20.8

17.0

24.5

27.0

30.2

39.4

34.9

42.3

50.0

44.4

47.9

39.8

41.0

43.4

36.4

44.3

19.4

33.3

22.2

18.1

24.5

21.0

20.8

15.2

12.3

6.2

0.0

8.3

11.7

8.2

6.0

3.8

4.0

3.8

2.6

0.0

2.8

5.3

3.1

4.0

0.9

3.0

0.0

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

1.0

0.9

2.0

4.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=695)

10代(n=12)

20代(n=72)

30代(n=94)

40代(n=98)

50代(n=100)

60代(n=106)

70代(n=99)

80歳以上(n=106)

とても愛着を感じている どちらかというと愛着を感じている どちらともいえない あまり愛着を感じていない 愛着を感じていない 無回答

年
　代
　別

42.7

32.5

18.0

27.8

48.6

21.0

27.5

24.0

22.7

20.0

23.7

27.5

30.0

33.0

21.1

6.3

7.5

14.0

10.3

4.7

5.0

5.0

12.0

6.2

4.2

1.2

0.0

2.0

0.0

1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(n=695)

３年未満(n=40)

３年以上10年未満(n=50)

10年以上20年未満(n=97)

20年以上(n=506)

住みたい どちらかというと住みたい どちらともいえない どちらかというと住みたくない 住みたくない（できれば町外へ引越したい） 無回答

居
住
年
数
別
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③満足度③満足度
満足度については、「満足」と「まあ満足」を合わせた『満足』は、「環境衛生対策の促
進」が49.8％と最も高く、次いで、「交通安全・防犯対策の充実」（39.9％）、「上下水道
と温泉の整備」（34.7％）、「消防・防災・町土の保全」（32.8％）、「住民と行政の協働
の促進」（32.6％）などの順となっています。
また、「やや不満」と「不満」を合わせた『不満』は、「医療体制の充実」が45.1％と最も
高く、次いで、「商工業の振興」（42.5％）、「農林漁業の振興」（41.2％）、「新産業の創
造」（38.4％）、「地域のマーケティング推進」（37.8％）などの順となっています。

■満足度　『満足』　　上位５項目

項　　目

２-⑦
２-⑫
２-⑧
２-⑬
６-33

環境衛生対策の促進
交通安全・防犯対策の充実
上下水道と温泉の整備
消防・防災・町土の保全
住民と行政の協働の促進

49.8
39.9
34.7
32.8
32.6

％

■満足度　『不満』　　上位５項目

項　　目

３-⑲
１-③
１-②
１-⑤
１-④

医療体制の充実
商工業の振興
農林漁業の振興
新産業の創造
地域のマーケティング推進

45.1
42.5
41.2
38.4
37.8

％
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満足 まあ満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

2.6

5.5

4.7

3.3

2.4

2.4

1.9

4.9

2.2

3.3

2.6

3.0

1.9

2.0

2.3

2.3

2.2

3.9

5.2

2.6

2.2

4.7

2.0

17.3

6.3

4.2

13.7

7.1

17.7

41.9

28.9

23.5

24.5

20.3

34.4

28.1

24.5

23.0

17.1

14.8

24.9

12.2

18.3

11.9

21.9

11.5

6.8

15.3

16.8

18.4

12.1

20.6

22.0

12.9

15.4

27.9

9.9

10.1

12.8

44.0

46.6

46.2

41.9

47.5

42.3

33.5

44.0

56.3

43.7

38.7

44.0

42.0

51.8

51.4

57.6

63.0

55.0

35.3

51.7

69.9

34.0

57.8

59.9

64.5

61.6

59.7

66.2

59.7

57.7

61.6

65.8

49.8

72.2

68.3

63.3

23.6

28.1

28.5

25.6

23.7

23.2

9.6

12.8

11.1

19.9

26.5

7.1

15.7

12.8

12.7

12.9

11.2

7.9

27.8

14.4

6.9

25.3

14.8

18.1

9.6

9.9

9.1

10.6

7.5

6.9

12.8

8.3

9.6

7.2

9.9

11.9

9.2

13.1

14.0

12.2

14.7

8.2

2.4

3.7

1.9

4.7

7.3

3.7

6.0

2.3

5.0

4.2

2.6

2.0

17.3

7.8

2.9

12.1

8.1

8.6

2.4

2.7

4.3

2.9

2.2

1.9

4.2

2.3

2.9

2.0

3.5

4.0

4.6

5.5

6.5

5.5

6.2

7.1

4.6

4.7

4.7

4.3

4.6

5.3

3.5

5.3

5.5

5.8

6.5

5.3

5.3

4.6

5.8

3.7

5.9

5.6

6.2

6.6

6.2

6.0

6.2

6.3

5.9

6.0

5.0

6.6

6.8

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

５-㉚文化財の保護と活用

５-㉛スポーツ・
レクリエーションの振興

５-32国内外の交流促進

全体（ｎ=695）

産
業・観
光

快
適
性

健
康・福
祉

交
通・情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

人
材
育
成

協
働・行
財
政

５-㉕生涯学習の充実

５-㉖幼児教育の充実

５-㉗学校教育の充実

５-㉘青少年教育の充実

５-㉙文化活動の推進

３-⑭地域福祉の充実

３-⑮高齢者福祉の充実

３-⑯児童福祉の充実

３-⑰障害者福祉の充実

３-⑱保健活動の推進

３-⑲医療体制の充実

３-⑳社会保障制度の充実

３-㉑健全な消費生活

４-㉒道路・交通網の整備

４-㉓情報・通信基盤の整備

４-㉔ITの活用

２-⑥調和のとれた土地利用

２-⑦環境衛生対策の促進

２-⑧上下水道と温泉の整備

２-⑨環境保全の促進

２-⑩景観の整備

２-⑪公園・緑地の整備

２-⑫交通安全・防犯対策の充実

２-⑬消防・防災・町土の保全

１-①観光の振興

１-②農林漁業の振興

１-③商工業の振興

１-④地域のマーケティング推進

１-⑤新産業の創造

６-33住民と行政の協働の促進

６-34男女共同参画社会の推進

６-35広域行政の推進

６-36計画的な行財政運営

1.3

0.4

0.7

1.2

0.9

1.6

7.9

5.8

2.6

2.9

1.0

1.4

1.4
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④重要度④重要度
重要度については、「重要」と「やや重要」を合わせた『重要』は、「医療体制の充実」
が82.8％と最も高く、次いで、「観光の振興」（78.5％）、「消防・防災・町土の保全」
（76.4％）、「高齢者福祉の充実」（74.4％）、「道路・交通網の整備」（74.2％）などの順
となっています。
また、「あまり重要でない」と「重要でない」を合わせた『重要でない』は、「国内外の交
流促進」が7.7％と最も高く、次いで、「文化活動の推進」（6.8％）、「住民と行政の協働
の促進」「男女共同参画社会の推進」（同率6.7％）、「スポーツ・レクリエーションの振
興」（6.2％）、などの順となっています。

■重要度　『重要』　　上位５項目

項　　目

３-⑲
１-①
２-⑬
３-⑮
４-㉒

医療体制の充実
観光の振興
消防・防災・町土の保全
高齢者福祉の充実
道路・交通網の整備

82.8
78.5
76.4
74.4
74.2

％

■重要度　『重要でない』　　上位５項目

項　　目

５-32
５-㉙
６-33
６-34
５-㉛

国内外の交流促進
文化活動の推進
住民と行政の協働の促進
男女共同参画社会の推進
スポーツ・レクリエーションの振興

7.7
6.8

6.7

6.2

％
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55.8

47.6

47.2

43.3

43.2

38.0

31.5

33.7

25.9

34.8

29.9

35.7

50.8

34.7

45.6

42.4

31.7

30.1

61.6

41.0

21.3

41.3

31.5

31.2

20.0

36.0

38.0

29.5

18.0

24.5

17.1

16.1

20.4

15.5

24.2

31.8

22.7

26.5

26.8

30.8

26.6

30.4

36.4

29.4

34.8

35.5

38.8

31.4

25.6

31.1

28.8

26.5

30.5

32.8

21.2

26.8

27.1

32.9

32.4

28.8

30.8

26.3

27.2

29.5

29.2

30.2

30.1

29.6

31.7

23.0

25.3

26.8

12.1

17.1

17.1

16.3

21.6

21.3

22.7

27.3

29.9

21.2

22.2

23.6

17.0

23.7

17.0

21.0

28.1

27.6

9.5

24.6

39.9

17.8

26.3

30.2

36.8

28.3

25.9

31.2

39.0

33.4

39.7

39.6

34.2

47.5

40.9

32.5

1.3

1.2

1.3

1.6

1.4

1.6

1.7

2.3

2.3

1.9

2.3

2.3

1.2

1.9

0.7

1.9

1.9

2.2

0.7

1.2

3.2

1.9

2.2

2.9

3.2

1.4

1.6

1.9

5.6

3.5

5.3

5.8

4.3

4.3

0.4

0.4

0.9

0.7

0.3

0.6

0.4

0.3

0.7

0.6

0.7

0.9

0.7

0.7

0.3

0.4

0.3

1.0

0.3

0.4

0.3

0.3

0.9

0.7

0.9

0.4

0.9

0.4

0.3

0.7

1.2

1.2

0.9

1.9

2.4

2.4

0.9

0.7

7.2

6.9

7.3

7.5

6.8

8.5

6.9

6.8

6.3

5.8

6.0

6.3

5.2

8.2

7.6

7.2

7.6

6.9

6.8

6.2

7.8

5.3

6.8

6.5

8.3

7.5

7.1

7.2

7.1

7.3

6.9

7.1

6.9

7.2

8.3

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１-①観光の振興

１-②農林漁業の振興

１-③商工業の振興

１-④地域のマーケティング推進

１-⑤新産業の創造

２-⑥調和のとれた土地利用

２-⑦環境衛生対策の促進

２-⑧上下水道と温泉の整備

２-⑨環境保全の促進

２-⑩景観の整備

２-⑪公園・緑地の整備

２-⑫交通安全・防犯対策の充実

２-⑬消防・防災・町土の保全

３-⑭地域福祉の充実

３-⑮高齢者福祉の充実

３-⑯児童福祉の充実

３-⑰障害者福祉の充実

３-⑱保健活動の推進

３-⑲医療体制の充実

３-⑳社会保障制度の充実

３-㉑健全な消費生活

４-㉒道路・交通網の整備

４-㉓情報・通信基盤の整備

４-㉔ITの活用

５-㉕生涯学習の充実

５-㉖幼児教育の充実

５-㉗学校教育の充実

５-㉘青少年教育の充実

５-㉙文化活動の推進

５-㉚文化財の保護と活用

５-㉛スポーツ・レクリエーションの振興

５-32国内外の交流促進

６-33住民と行政の協働の促進

６-34男女共同参画社会の推進

６-35広域行政の推進

６-36計画的な行財政運営

重要 やや重要 どちらともいえない あまり重要でない 重要でない 無回答

協
働・行
財
政

産
業・観
光

快
適
性

交
通・情
報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

健
康・福
祉

全体（ｎ=695）

人
材
育
成
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８ 中学生・高校生年代アンケート調査結果
①まちのイメージ①まちのイメージ
中学生が『そう思う』が高く『そう思わない』が低く、高校生年代では逆になっている項
目は、「病気になっても安心して暮らせる」、「観光する所が多く観光客が多い」、「ケーブル
テレビやインターネットが整っている」の３項目となっています。
一方で、中学生の『そう思う』より高校生年代の『そう思う』が５ポイント以上高い項目
は、「地域の人が子育てを応援している」、「少人数での英語学習など学校での勉強がし
やすい」、「松崎町を大切に思い好きな人が多い」、「人を大切にし、男女がお互いに尊重
している」、「野球場などスポーツ施設が整っている」となっています。

61.4% 12.3% 68.0% 8.0%

52.9% 17.0% 60.0% 14.0%

73.6% 10.4% 70.0% 12.0%

51.0% 21.7% 26.0% 48.0%

59.4% 14.1% 48.0% 16.0%

43.4% 22.6% 34.0% 24.0%

13.2% 67.9% 4.0% 76.0%

56.6% 16.0% 46.0% 20.0%

55.6% 16.0% 64.0% 8.0%

52.9% 20.7% 42.0% 36.0%

49.1% 18.9% 42.0% 26.0%

78.3% 5.7% 78.0% 2.0%

56.6% 9.4% 62.0% 8.0%

59.4% 6.6% 56.0% 12.0%

37.7% 33.0% 50.0% 32.0%

54.7% 20.8% 32.0% 40.0%

53.7% 12.2% 54.0% 18.0%

15.1% 68.8% 2.0% 78.0%

11.3% 56.6% 8.0% 74.0%

89.6% 0.9% 92.0% 4.0%

70.7% 6.6% 74.0% 8.0%

22.7% 48.1% 6.0% 76.0%

54.7% 18.8% 34.0% 38.0%

30.2% 34.9% 24.0% 50.0%

62.3% 8.5% 50.0% 12.0%

40.6% 16.0% 38.0% 20.0%

そう思う そう
思わない そう思う そう

思わない

地域の人が子育てを応援している

少人数での英語学習など学校での勉強がしやすい

心も体も健康で暮らすことができる

病気になっても安心して暮らせる

お年寄りが暮らしやすい

障がいを持つ人や生活の苦しい人が暮らしやすい

救急医療や大きな病院が整っている

町民と町役場が一緒にまちづくりをしている

松崎町を大切に思い好きな人が多い

地域行事が盛んでまちに元気がある

文化施設が整っている

昔からあるお祭りなど地域の伝統が大切にされている

人を大切にし、男女がお互いに尊重している

スポーツをしている人が多い

野球場などスポーツ施設が整っている

観光する所が多く観光客が多い

農業や漁業が盛んである

お店が多く買物がしやすい

工場や事業所が多く働くところがある

美しい海、川、風景があり自然が豊かである

地域の人が助け合い安全に暮らせる

バスや、道路が整っていて交通の便利がいい

ケーブルテレビやインターネットが整っている

町の中心部やイベントなど都市のにぎわいがある

ボランティアなど人のためになる活動をする人が多い

安心して子どもを産んだり育てたりできる

（n=106） （n=50） 高校生年代中学生
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②愛着度②愛着度
『松崎町に愛着がある』は高校生年代が高くなっていますが、「愛着を感じていない」
も高校生年代が高くなっています。

③定住意向③定住意向
「住み続けたいが難しい」は高校生年代が高くなっており、『定住したい』と『定住した
くない』ともに高校生年代が低くなっています。

20.8

28.0

50.0

52.0

22.6

10.0

6.6

10.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生
(n=106)

高校生年代
(n=50)

愛着を感じている 愛着をやや感じている
愛着をあまり感じていない 愛着を感じていない
無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6.6

2.0

22.6

22.0

29.2

36.0

29.2

22.0

11.3

18.0

0.9

0.0

中学生
(n=106)

高校生年代
(n=50)

住み続けたい どちらかといえば住み続けたい
住み続けたいが難しい どちらかといえば住みたくない
住みたくない 無回答
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９ 団体・事業所等アンケート調査結果
①事業や活動の状況①事業や活動の状況
「人口減少」、「高齢化」、「担い手不足」、「後継者不足」、「新型コロナウイルス感染
症による、中止、延期、内容の変更」などについて多く記載されています。

②所属団体内での課題や今後の展望②所属団体内での課題や今後の展望
「新型コロナウイルス感染症の対応が見直しの機会となる」、「知識・技術を向上させ
る」、「働き方改革」、「ICT化」、「限られた人員で行える活動」などについて記載されて
います。

③松崎町の課題に感じていること③松崎町の課題に感じていること
「少子高齢化」、「人口減少」、「若い世代の就業先・人口流出」、「医療施設の不足」、
「交通手段の確保」、「防災対策」などのほか、「令和版「花とロマンのふる里づくり」に
進化」、「“長期的支援活動”よりは、“単年度事業の継続”が多い」、「松崎町として存続
自体が危ぶまれていく」、「時代に合わせた町づくり」、「新しい持続可能な地域社会」、
「ふるさとに自信と誇り、感謝の念を心からいだける町民の意識づくり」、「町民の健康
増進をする組織」、「特産物を継承」、「地区の総合の企画委員会」などについて記載され
ています。

④ご自身の専門分野や地域から松崎町に対する要望・提案④ご自身の専門分野や地域から松崎町に対する要望・提案
「情報発信・PR」、「地域資源の紹介を地域住民に」、「都会人のふる里」、「歴史的建
造物・林道など今あるものの利活用」、「防災と自然・環境」、「自分達も専門知識を身に
付けるよう意識」、「スマホ利用」、「班長会に参加」、「福祉施設の充実」、「子育て世代
に優しい町」、「パソコン操作等サポート」、「地域の福祉の協議体」、「教育・子育て世
代」、「相互扶助による官民一体での取組」、「観光だけに頼らない町づくり」、「高齢者と
若者が力を合わせ」、「昔からの食材等を勉強する機会」、「農業法人」、「平均寿命と健
康寿命」、「森林組合と施業協定」、「町外から意欲ある人材の受入れ」、「ふるさと納
税」、「町内の方が手軽に農業にかかわれる体制整備」、「自身の田畑を守ろうとしない」、
「私たち町民が、もっと活動的になること」、「松崎に帰って来ることのできる地盤」、「預
かり保育の充実」などについて記載されています。

⑤松崎町全体に対する要望・提案⑤松崎町全体に対する要望・提案
「広域的な見地による事業推進」、「人材育成」、「2030松崎プロジェクト」、「災害対
策」、「老人パワーを活用」、「事業所助成等で支援可能とするサービス」、「若者達が子育
てがしやすい町」、「現在町内にある物を活用する」、「農作物の直売所や出荷場所」、「町
や地域の魅力をアピール」、「オールマイティーの職員を育成」、「特定地域づくり事業協同
組合」、「官民一体となった協働」、「農地や里山の整備」、「移住者やアドバイザーの意
見」、「プライオリティーを優先した着実な町づくり」、「品格ある田舎」、「住民が松崎の
よさ、豊かさを知る」、「行政と議会」、「活動人口」、「職員が地域に関わること（地域担
当制）」、「積極的に町の情報の発信と意見を聴く機会」、「老人から小さい子まで、関わ
りながら体を動かせる場の提供」などについて記載されています。
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10 現計画達成度調査結果

上記の評価の基準で、主な取組ごとの採点（A：100、B：80、C：60、D：40、Ｅ：20に
配点）を行い、集計した結果、計画全体の評価点は56.7点となっています。
また、主な取組ごとの評価点は、第１章地域が一体となった産業が盛んなまちづくりが
50.0、第２章健やか・安心に暮らせる福祉のまちづくりが63.6、第３章防災・防犯対策が
充実し安全なまちづくりが65.5、第４章自然と調和し快適な環境が整ったまちづくりが
54.2、第５章未来を担う人材を育むまちづくりが59.2、第６章多様な主体により協働で
進めるまちづくりが51.0となっています。

●６つの章

第１章

第２章

第３章

第４章

第５章

第６章

地域が一体となった産業が盛んなまちづくり

健やか・安心に暮らせる福祉のまちづくり

防災・防犯対策が充実し安全なまちづくり

自然と調和し快適な環境が整ったまちづくり

未来を担う人材を育むまちづくり

多様な主体により協働で進めるまちづくり

●評価の基準
達成度

A

評価内容

計画に掲げた施策を達成した。 80～100％

B 計画に掲げた施策を概ね達成
した。

60～80％
　　　程度

C 現在、施策の達成に向けて動い
ている。（半分程度実施した）

40～60％
　　　程度

D
現在、施策の達成に向けて動き始
めている。（施策に着手し、動き
始めることはできた）

20～40％
　　　程度

E
現在、ほとんど手をつけていな
い。（施策に着手することができ
なかった）

20％未満

達成状況

50.0

63.6

65.5

54.2

59.2

51.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 地域が一体となった産業が
盛んなまちづくり

2 健やか・安心に暮らせる
福祉のまちづくり

3 防災・防犯対策が充実し
安全なまちづくり

4 自然と調和し快適な環境が
整ったまちづくり

5 未来を担う人材を
育むまちづくり

6 多様な主体により協働で
進めるまちづくり
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章ごとの評価は、以下のとおりとなっています。

第１章　地域が一体となった産業が盛んなまちづくり 第２章　健やか・安心に暮らせる福祉のまちづくり

第３章　防災・防犯対策が充実し安全なまちづくり 第４章　自然と調和し快適な環境が整ったまちづくり

第５章　未来を担う人材を育むまちづくり 第６章　多様な主体により協働で進めるまちづくり

63.3

73.3

60.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 消防・防災体制の強化

2 交通安全・防犯
対策の充実

3 安心な消費生活
の充実

60.0

56.0

60.060.0

40.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 調和のとれた土地利用

2 環境保全と環境衛生
対策の促進

3 上下水道と温泉の整備4 道路・交通網の整備

5 情報・通信基盤の
整備

50.0

50.0

60.0

60.0

73.3

60.0

56.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 生涯学習の充実

2 幼児教育の充実

3 学校教育の充実

4 青少年教育の充実5 文化活動の推進

6 文化財の保護と
活用

7 スポーツ・レクリエー
ションの振興

60.0

20.0

60.0

56.0 0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 町民と行政の協働の促進

2 男女共同参画社会
の推進

3 広域行政・地域交流の推進

4 計画的な行財政
運営

65.0

60.0

80.0

80.0
57.1

60.0

60.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 地域福祉の充実

2 高齢者福祉の充実

3 児童福祉の充実

4 障害者福祉の充実5 保健活動の推進

6 医療体制の充実

7 社会保障制度の充実
50.0

48.9

48.0

55.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1 観光の振興

2 農林漁業の振興

3 商工業の振興

4 地域資源の活用
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11 ワークショップの報告
令和４（2022）年５月１日と８日の２回に分けて、実施しました。
現在では、本町を表す言葉と同義ともいえる「花とロマンの里」について学び、本町の
将来像について対話を行いました。
ワークショップの対話をもとに、『将来像』が導き出され、基本理念がブラッシュアップ
されました。

日程
　第１回（５月１日）
　　“これまでの歩みを踏まえて、自由に発想する”
　　　　①松崎にとって総合計画とは
　　　　②基本理念　10年間にわたり、目標となり続けていくべきもの
　　　　③「花とロマンの里」をどう受け継ぐか
　　　　④まちの将来像
　　　　⑤10年後の目標を立てよう～2030プロジェクトを参考に

　第２回（５月８日）
　“あなたのアイディアを言葉にして共有しよう” 
　　　　グループ対話①　花とロマンの里について　
　　　　グループ対話②　将来像（ビジョン）について　
　　　　グループ対話③　4つの基本理念について
　　　　グループ対話④　Goalsについて
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12 財政の状況（普通会計ベース）
町の歳入は近年37億円程度で推移しています。

歳入の構造では、町税はやや減少傾向にあり、自主財源もあまり伸びていません。

【歳入・歳出決算の推移】 

4,160
3,633 3,778 3,781

4,764

3,981
3,443 3,598 3,521

4,562

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H28 H29 H30 R1 R2

歳入 歳出

（百万円）

 【歳入構造の推移 自主財源・依存財源別】 

363 359 414 401 403
491 140 325 249 141

340
248

216 233
1,246

1,639

1,606
1,600 1,612

1,729609
579 646

629693

671 644 639

6174,160

3,633 3,778 3,781

4,764

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H28 H29 H30 R1 R2

町税

その他自主財源

地方交付税

国庫支出金

町債

その他依存財源

（百万円）

634

資料：総務省　財政状況資料集一覧

資料：総務省　財政状況資料集一覧
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目的別歳出では、総務費、民生費の占める割合が多くなっています。

【歳出構造の推移　目的別歳出】

【歳出構造の推移　性質別歳出】

11 21 14 32296 313 311 301 335

644
237 226 254 299

215
220 231 231 249

255

222 171 193 227

235

181 236 266
507

183

180 182 195

199
392

404 395 397

429

846

848 795 800

835

868

779 979 826

1,40748

48
48 45

44
3,981

3,443
3,598 3,521

4,562

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H28 H29 H30 R1 R2

議会費

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

その他

（百万円）

689 568 601 532 690

649
255 453 428 349

483

469
495 492

1,34935

30
40 50

52824

817
751 794

802296

313
311 301

335
397

377
351 335

338609

613
595 589
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財政力指数は高いとは言えず、県平均を下回っています。
経常収支比率では、県平均を大きく下回り、健全な財政運営がされています。

将来負担比率、実質公債費比率は県平均を大きく下回り、将来に負担を残すような財
政運営ではありません。

人口１人当たり人件費・物件等決算額、人口千人当たり職員数は県平均を上回ってい
ます。

【財政力指数の推移】 【経常収支比率の推移】

【将来負担比率の推移】 【実質公債費比率の推移】

【人口１人当たり人件費・物件等決算額の推移】 【人口千人当たり職員数の推移】

0.31 0.31 0.31 0.30 0.30

0.80 0.80 0.79 0.79 0.79

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

H28 H29 H30 R1 R2

松崎町
静岡県平均

82.3%
84.8% 85.4% 86.1%

83.1%

88.8% 88.9% 88.5%
90.3% 91.0%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

H28 H29 H30 R1 R2

松崎町
静岡県平均

20.2 20.7 19.9 
21.3 

23.1 

11.5 
13.0 13.5 13.4 14.1 

5万円

10万円

15万円

20万円

25万円

松崎町
静岡県平均

H28 H29 H30 R1 R2

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

16.7%
20.0%

13.8%
16.1% 15.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

H28 H29 H30 R1 R2

松崎町
静岡県平均

H28 H29 H30 R1 R2

2.4% 2.7%
3.2%

3.7% 4.1%

7.2% 6.7% 6.3% 5.9% 5.7%

0%

2%

4%

6%

8%

松崎町
静岡県平均

10.99
11.41 11.35 11.37 11.74

8.20 8.23 8.28 8.35 8.55

6.0人

7.0人

8.0人

9.0人

10.0人

11.0人

12.0人

13.0人

H28 H29 H30 R1 R2

松崎町
静岡県平均

資料：総務省　財政状況資料集一覧 資料：総務省　財政状況資料集一覧

資料：総務省　財政状況資料集一覧 資料：総務省　財政状況資料集一覧

資料：総務省　財政状況資料集一覧 資料：総務省　財政状況資料集一覧

123

第６次松崎町総合計画

第
６
次
松
崎
町

総
合
計
画
に
つ
い
て

第
１
部

第
２
部   

基 

本 

構 

想

第
３
部   

基 

本 

計 

画

第
４
部   

資
　
料



基金では、やや減少傾向にありますが、比較的順調に積立られています。

【基金の推移】
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